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　「払沢の滝ふるさと夏まつり」は、例年大勢のお客様で賑わっておりますが、イベントを更に盛り上げ
るために、来場者の皆様が参加できるイベントとして、「檜原音頭」を踊るイベントを考えております。
　つきましては、払沢の滝ふるさと夏まつり実行委員会では、「檜原音頭」の練習会を檜原村文化協
会の協力により下記のとおり実施する予定ですので、これを機に「檜原音頭」を覚えてみようという方
がおりましたら、お誘い合わせの上、ご参加ください。
　なお、ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。

檜原音頭を踊りましょう！！

村の人事をお知らせします

◎問い合わせ先　産業環境課　産業観光係　内線１２６

（敬省略）

お知らせ

氏　名 住　所

檜原村副村長 八田野　芳　孝 あきる野市伊奈１４４０番地９

檜原村教育委員会教育長 中　村　宗　嗣 檜原村２１４５番地

檜原村教育委員会委員
（6月30日付で中村宗嗣委員が退任したため）

土　屋　要　一 檜原村９８番地

檜原村監査委員
福　田　宮　夫 檜原村１５７０番地（再任）

山　嵜　源　重 檜原村２４１１番地（H27.5.11～）

檜原村固定資産評価審査委員会委員 清　水　正　美 檜原村１１７３番地（再任）

～退任された方～
　●前副村長（６月30日付）　　乙　津　好　男　様　
　　村の発展にご尽力いただき、ありがとうございました。

【練習日日程】
　７月２８日（火）　１９：３０～２０：３０
　８月１１日（火）　１９：３０～２０：３０
　８月１８日（火）　１９：３０～２０：３０

【練習場所】
　檜原村福祉センター

　平成２７年第2回檜原村議会定例会最終日（6月19日）に次の方々が議会の同意を得ました。
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東京都の島しょ（伊豆七島・小笠原）へ出かけてみませんか

お知らせ

　平成25年10月の台風26号による集中豪雨により
大島町では、大規模な土石流が発生して多くの尊い
命が失われるなど大きな被害が発生しました。また、
他の島しょ町村においても、観光施設などが倒壊する
などの被害がありました。
　この災害により島しょ町村の経済は、来島者の減
少などにより、大きな影響を受けております。
　これまで、檜原村では、利島村と連携して、子ども体
験塾を毎年実施し、島しょ町村との交流を行ってきて
おります。
　さて、いよいよ、夏季の観光シーズンを迎えます。村
民の皆様には是非、島しょ地域においでいただき島の
復興状況をみていただくとともに、東京の島々の魅力
に触れていただきますよう、お願いいたします。
　なお、島の復興への支援として、東京都の島しょへ
渡航される場合の飛行機、船舶の運賃の一部を助成
する制度を昨年より実施しておりますので、この制度
をご活用いただき、この機会に東京の島々を訪れて
いただきますよう、お願いいたします。

●交付対象者　檜原村に在住、在勤の方
●助 成 金 額　飛行機・船舶等運賃の２割を補助
　　　　　　　（5,000円を限度とする）
※詳しくはお問い合わせください。

◎問い合わせ先　総務課　総務係　内線２１２・２１６
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　今年も、じゃがいも栽培の成果の発表の場として下記のとおり
じゃがいも品評会を開催いたします。皆様、奮ってご応募ください。

●日　　時　７月３０日（木）
●審査場所　檜原村役場３階３０１会議室
●出品物の持込
　　　　　　７月２９日（水）
　　　　　　午前１１時までに役場１階産業環境課窓口へ
　　　　　　持込みしてください。
●申 込 み　７月２4日（金）までにご連絡ください。
●表　　彰　表彰は第２７回ふるさと夏まつりで行います。
※出品物は返却いたしません。

第６回じゃがいも品評会
開催のお知らせ

◎問い合わせ先　産業環境課　産業観光係　内線１２６・１２９

お知らせ

ふれあいデー（一斉清掃）にご協力をいただき、
ありがとうございました！

◎問い合わせ先　産業環境課　生活環境係　内線１２３・１２７

　平成２７年度檜原村ふれあいデーを５月２４日（日）に実施しました。
　皆様のご協力により、無事終了できましたことを深く感謝いたします。
　今後も村の環境美化にご協力くださいますよう、お願い申し上げます。
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くらし・
税

◎問い合わせ先　村民課　村民保険係　内線１１１・１１６

●日　時　８月13日（木）午後１時～３時

●場　所　檜原村役場　3階住民ホール

８月の人権・行政相談

くらしの法律税金相談（無料）の
ご案内

　弁護士・司法書士・税理士等で組織する「ＮＰＯ司法過疎サポートネットワーク」の主催により、
次のとおり「くらしの法律税金相談」を開催いたします。
　法律や税金など何でも結構ですので、お悩みのある方・ご相談のある方は、ぜひお気軽にお立ち
寄りください。

【くらしの法律税金相談】
●相談日時　８月７日（金）
　　　　　　午後２時～５時
　　　　　　（最終受付時間午後４時３０分）

●相談場所　檜原村役場３階
　　　　　　住民ホール

◎相談予約連絡先　ＮＰＯ司法過疎サポートネットワーク
　　　　　　　　　☎０４２‐５３２‐８１４７　ＦＡＸ０４２‐５５９‐４８４４

※会場にお越しになれない方、
　ご自宅での相談を希望さ
　れる方には、法律家が、
　こちらからお伺いする
　出張相談も
　ございます。

一般建築・リフォームのことなら
なんでもご相談下さい！！

一般建築・リフォーム

株式会社　光壽建築
東京都知事許可（般-21）第123420号

代表取締役　野村　正雄
〒190-0214 東京都西多摩郡檜原村435-2
TEL 042-598-0139・042-598-0870
FAX 042-598-1300

光壽

〈広告〉

消火器・住宅用火災警報器・消防ポンプ・消防団
用品・防災用品全般販売・消防設備設計・施工・保
守点検・建築設備・防火対象物点検

株式会社   きしの防災
東京都知事許可（般18）第83107号

〒197−0822  東京都あきる野市小川東1−2−11
TEL 042−533−2461　FAX 042−533−2462

E-mail  k.bousai@if-n.ne.jp

消 防・防 災 全 般
備えあれば憂いなし！
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くらし・
税

〈広告〉

24時間年中無休で安心をお届けします
◆営業品目◆
各種消火器・住宅用火災警報器・防災用品
消防設備保守点検・防火対象物点検・避難設備
自動火災報知設備及び消火設備設計施工

〒190-0021  立川市羽衣町3-27-19

（株）消防弘済会
　　　　　　　　  TEL 042−523−3337代
　　　　　　　　  FAX 042−525−3302

http：//www.kousaikai.com

都知事許可（般−21）第87705号

代表取締役　吉 澤 伸 行
檜原村2733-2

（代）TEL 598-0551　FAX 598-1008
日の出町事務所・工場　TEL 597-0984

建築一式工事業

木材利用ポイントの取扱いを行います！
登録工事業者番号　東京都１３−００５０９７８

国民健康保険からのお知らせ
●保険税について
　平成２７年度の保険税につきましては、
平成２６年の所得を基準に、本算定を行
い、７月中旬にお知らせいたします。
　４月から年金より引き落としされている
方は、１０月より保険料の本算定額により
調整を行います。
　年金より引き落としされていない方につ
いては、納入通知書を７月中旬に送付いた
しますので、ご納入ください。また、口座
振替（村指定の金融機関に限る）を希望さ
れる場合には、役場村民課税務係までお問
い合わせ下さい。

◎問い合わせ先
●高齢受給者証、限度額適用・標準負担額認定証については　村民課　村民保険係　内線１１６・１１９
●保険税については　　　　　　　　　　　　　　　　　　村民課　税務係　　　内線１１７

●高齢受給者証の更新について
　現在使用している国民健康保険高齢受給者証の
有効期限は、７月３１日までとなっています。８
月１日から使用する新しい受給者証は７月中に届
くように送付いたします。
　新しい受給者証が届きましたら、氏名、住所な
どを必ず確認してください。
　また、有効期限が７月３１日までの受給者証は
８月１日以降にご自身で裁断するなどして破棄し
てください。

●限度額適用・標準負担額減額認定証について
　医療機関に入院・通院された場合、窓口に「限
度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担
額減額認定証」を提示すると、医療費の支払いが
自己負担限度額までとなります。
　この認定証は、同じ世帯の世帯主及び国民健康
保険に加入している方全員が住民税非課税の場
合、入院時の食事代が軽減されます。また、外来
や調剤薬局でも同一医療機関、同一月であれば自
己負担額が適用されます。
　認定証は、保険証及び印鑑をご持参の上、役場
村民課村民保険係にて申請してください。世帯の
収入によって負担する金額が異なりますので、詳
しくはお問い合わせください。
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●限度額適用・標準負担額減額認定証について
　同じ世帯の方全員の住民税が非課税の場合「限度
額適用・標準負担額減額認定証」を発行いたします。
　この認定証は、入院した場合に食事代と保険適用
の負担が減額されます。また、外来や調剤薬局でも同
一医療機関、同一月であれば自己負担額が適用され
ます。
　認定証は、保険証及び印鑑をご持参の上、役場村
民課村民保険係にて申請してください。

●保険料について
　平成２７年度の保険料につきましては、平成２６年の所得
を基準に、本算定を行い、７月中旬にお知らせいたします。
　４月から年金より引き落としされている方は、１０月より保
険料の本算定額により調整を行います。
　年金より引き落としされていない方については、納入通
知書を７月中旬に送付いたしますので、ご納入ください。ま
た、口座振替（村指定の金融機関に限る）を希望される場
合には、役場村民課村民保険係までお問い合わせ下さい。

くらし・
税

今月は、
  固定資産税第２期・
  国民健康保険税第１期・
  介護保険料第１期・
  後期高齢者医療保険料第１期

の納期です

一般土木工事一式
東京都知事許可（般-16）第111726号

　　ICHIKEN
（有）市川建材土木

檜原村2877

　　　　　　　　　TEL 042−598−0513
　　　　　　　　　FAX 042−598−0047

〈広告〉

後期高齢者医療制度よりお知らせ

◎問い合わせ先　村民課　村民保険係　内線１１６・１１９

ジェネリック医薬品（後発医薬品）
差額通知書をお送りします

◎問い合わせ先　村民課　村民保険係　内線１１６・１１９

◇ジェネリック医薬品とは…
　最初に作られた薬（先発医薬品）の特許が切れた後に販
売される厚生労働省が先発医薬品と同等と認めた医薬品で
す。
●先発医薬品と有効成分が同じなので同等の効果が得られ

ます。
●製品によっては、大きさ、味、においの改善等、先発医薬品

より工夫されたものもあります。
●開発コストが少ない分、先発医薬品より３割から７割も安

価です。
※まずは、医師・薬剤師に相談してみましょう。

　檜原村国民健康保険では、現在服用している薬
からジェネリック医薬品に切り替えた場合に、自己
負担がどれだけ軽減できるか試算した通知をお送
りします。通知を受け取った方は、切り替えの参考と
してください。
　ジェネリック医薬品へ切り替えることで自己負担
額が１００円以上削減できる方を対象としています。
　なお、この通知はジェネリック医薬品への変更を
強要するものではありません。皆様がジェネリック
医薬品を使うかどうかの参考資料としてお役立て
ください。



8広報  ひのはら　H27.7

くらし・
税

〈広告〉

第１０回特別弔慰金が支給されます。
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成２７年４月１日において公務扶助料や遺族年金などを受ける
方がいない場合に、額面２５万円、５年償還の記名国債が支給されます。（支給要件あり）
　請求手続きは、平成３０年４月２日までに村民課村民保険係で行なってください。

◎問い合わせ先　村民課　村民保険係　内線１１１・１１６
　　　　　　　　東京都福祉保健局生活福祉部　計画課　☎０３‐５３２０‐４０７７

７月は“社会を明るくする
運動”強調月間です

　法務省主唱の「社会を明るくする運動」は、すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの
更正について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こう
とする全国的な運動です。
■第６５回「社会を明るくする運動～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～」
　作文コンテスト
　テーマは、“社会を明るくする運動”の趣旨を踏まえ、日常の家庭生活、学校生活等の中で体験したこと
を基に、犯罪・非行のない地域社会づくりや犯罪や非行をした人の立ち直りについて考えたことや感じ
たことなどを題材としたものとします。
●対象
　都内の小学校、中学校に在学する児童・生徒
●原稿用紙の枚数　
　４００字詰め原稿用紙３～５枚程度（自筆のもの）

◎問い合わせ先　東京保護観察所企画調整課内“社会を明るくする運動”東京都推進委員会事務局
　　　　　　　　☎０３‐３５９７‐０１２３

●応募先及び締切日
在籍する学校を通じて、学校の所在地に対応す
る各地区実施委員会に９月１日（火）までに提
出してください。



9 広報  ひのはら　H27.7
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●●●

くらし・
税

国民年金からのお知らせ

◎問い合わせ先　青梅年金事務所　☎０４２８‐３０‐３４１０

●国民年金保険料免除等の申請について

　国民年金保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生す
ると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
　経済的な理由で保険料を納付することが困難な場合には、申
請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」
や「若年者（３０歳未満）納付猶予制度」がありますので、青
梅年金事務所または住民登録が檜原村にある方は檜原村役場窓
口で申請の手続きをしてください。申請書は、青梅年金事務所
または檜原村役場窓口に備え付けてあります。
　平成２７年度の免除等の申請受付は平成２７年７月１日から
開始され、平成２７年７月から平成２８年６月までの期間を対
象として審査します。また、申請は原則として毎年度必要で
す。

　村では、定期的に村内の放射能を測定しています。測定結果につきましては、下記のとおりです。

放射能測定情報について

◆村内10ヵ所

檜原小学校 檜原中学校 総合グラウンド ひのはら保育園 やすらぎの里児童館
グラウンド

空間線量（μ Sv/h） 空間線量（μ Sv/h） 空間線量（μ Sv/h） 空間線量（μ Sv/h） 空間線量（μ Sv/h）

測定日 天候 地面から
高さ 1m

地表面
5cm

地面から
高さ 1m

地表面
5cm

地面から
高さ 1m

地表面
5cm

地面から
高さ 1m

地表面
5cm

地面から
高さ 1m

地表面
5cm

5月15日 晴れ 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 

◆村内5ヵ所

下元郷駐車場 檜原村役場 南郷コミセン
グラウンド

人里コミセン
グラウンド 旧数馬分校校庭

空間線量（μ Sv/h） 空間線量（μ Sv/h） 空間線量（μ Sv/h） 空間線量（μ Sv/h） 空間線量（μ Sv/h）

測定日 天候 地面から
高さ 1m

地表面
5cm

地面から
高さ 1m

地表面
5cm

地面から
高さ 1m

地表面
5cm

地面から
高さ 1m

地表面
5cm

地面から
高さ 1m

地表面
5cm

5月15日 晴れ 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 

都民の森駐車場 郷土資料館
グラウンド

小沢コミセン
グラウンド

樋里コミセン
グラウンド 旧藤倉小校庭

空間線量（μ Sv/h） 空間線量（μ Sv/h） 空間線量（μ Sv/h） 空間線量（μ Sv/h） 空間線量（μ Sv/h）

測定日 天候 地面から
高さ 1m

地表面
5cm

地面から
高さ 1m

地表面
5cm

地面から
高さ 1m

地表面
5cm

地面から
高さ 1m

地表面
5cm

地面から
高さ 1m

地表面
5cm

5月15日 晴れ 0.08 0.08 0.06 0.07 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 

１．村内空間放射線量測定結果

※測定結果につきましては、国で示す基準値（0.23μSv/h）以下となっており、健康に影響を与える数値ではありません。 

◎問い合わせ先　産業環境課　生活環境係　内線１２３・１２７

くらし・　
税

環境
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下水道

檜原村の下水はどこへ…

◎問い合わせ先　【東京都下水道局排水設備工事責任技術者試験等業務受託者】
　　　　　　　　東京都下水道サービス株式会社　☎０３‐３２４１‐０８１８

　檜原村の下水が運ばれ、処理される場所「八王子水再生センター」を見学してみませんか！
　当日は、下水の処理のしくみやセンターの見学会など、様々な催しが予定されています。
　夏休みの自由研究にぜひお役立てください。

●日　　程　７月２４日（金）
●集合時間　午前８時３０分
　　（場所）　（役場）
●解散時間　昼１２時３０分役場到着予定
●見学場所　東京都下水道局八王子水再生センター（八王子市小宮町５０１）
　　　　　　※会場までは役場公用車（ワゴン車）
　　　　　　　で送迎します。
●定　　員　１０名（先着順）
●参加資格　村在住の小学１年生から中学３年生までの方
●参 加 費　無料
●申込方法　７月１７日（金）までに
　　　　　　電話又は役場１階産業環境課窓口で
　　　　　　お申込ください

◎申し込み・問い合わせ先　産業環境課　生活環境係　内線１２５・１２７

平成２７年度排水設備工事責任技術者資格認定共通試験の実施について
　平成２７年度「排水設備工事責任技術者資格認定共通試験」を下記のとおり実施しますので、お知らせいたします。

●試験日時
　平成２７年１０月４日（日）
　午前１０時から１２時まで

●試験会場
　青山学院大学
　青山キャンパス９号館
　（渋谷区渋谷４―４―２５）

東京都下水道局からのお知らせ

八王子水再生センターを見学しませんか？

●受験申込等
　◎受験申込書の配布
　　７月２１日（火）から８月３１日（月）まで、
　　役場１階産業環境課窓口で配布予定
　　※土曜・日曜を除く午前８時３０分から
　　　午後５時１５分までの間
　◎受験申込受付期間
　　８月３日（月）から８月３１日（月）まで

●受験手数料
　６，０００円
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福祉・
けんこう

栄養相談 精神保健巡回相談
◆日　時　７月２８日（火）
　　　　　８月１８日（火）
　　　　　午前９時30分～午後３時
◆会　場　やすらぎの里保健センター
　　　　　（けんこう館２階）

　ご自身やご家族の
栄養についての疑問
や食事療法などにつ
いて、栄養士・保健師
がご相談に応じます。

◆日　時　８月１０日（月）
　　　　　午後１時30分～４時30分

　ご自身やご家族等のこころの健康
について、専門医と保健師がご自宅に
訪問して相談に応じます。秘密は厳守
いたします（費用無料）。

◎申込み・問い合わせ先　福祉けんこう課　けんこう係（やすらぎの里内）　☎５９８－３１２１

ご利用される場合には、予約が必要となります。
詳細につきましては、お問い合わせください。

ＨＯＴ応援隊（子育て相談事業）のご案内
　檜原村子ども家庭支援センターでは、小児発達専門医と臨床心理士による子育て相
談を実施いたします。お気軽にご利用ください。

◎予約・問い合わせ先　檜原村子ども家庭支援センター（やすらぎの里内）　☎５９８‐３１２２

★日　　時　７月９日（木）
　　　　　　午後２時 30 分～４時 30 分
★場　　所　やすらぎの里
　　　　　　子ども家庭支援センター
★対　　象　檜原村で子育てをしている
　　　　　　保護者の方・お子様・関係機関
★内　　容　子育てや育児方法に関する相談

★相談担当　東京西徳洲会病院
　　　　　　小児医療センター
　　　　　　　医師　　　　二瓶健次氏
　　　　　　　臨床心理士　白川公子氏

＊費用はかかりません。
＊秘密は厳守いたします。
＊予約が必要となります。

◎問い合わせ先　福祉けんこう課　けんこう係（やすらぎの里内）　☎５９８‐３１２１
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福祉・
けんこう

◎申し込み・問い合わせ先　福祉けんこう課　福祉係（やすらぎの里内）　☎598‐3121

　平成２６年４月から消費税が８％へ引き上げられることに伴い、暫定的・臨時的な措置とし
て、給付金を支給するものです。

「臨時福祉給付金（簡素な給付措置）」
及び「子育て世帯臨時特例給付金」の

支給について

臨時福祉給付金（簡素な給付措置） 子育て世帯臨時特例給付金

支　給 
対象者

基準日（平成２７年１月１日）時点で檜原村
に住民票ある方で、平成２７年度分村民税

（均等割）非課税者
（ただし、扶養している方が課税の場合や
生活保護制度の被保護者となっている場
合などは対象外）
※平成26年度に実施した基礎年金等受給

者への加算措置はありません。

基準日（平成２７年５月３１日）における平成
２７年6月分の児童手当の受給者で、児童
手当の所得制限に満たない方

支給額 支給対象者１人につき　６千円 対象児童１人につき　３千円

申　請
手　続

檜原村では、全世帯を対象にお知らせと申請書等を送付いたします。

その内容をご確認の上、申請を行ってください。

申請期間：7月1日～９月３０日　　　支給時期：8月～（随時）　　　

申請場所：福祉けんこう課（やすらぎの里内）及び檜原村役場

※平成27年度は、臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金のそれぞれの支給要件
を満たす方については、両方の給付金を受け取ることができます。

　（その場合、両方の給付金について、それぞれ申請が必要となります。）

参　考
檜原村ホームページ 　http://www.vill.hinohara.tokyo.jp
厚生労働省特設ホームページ　　　
　　『２つの給付金』　http://www.2kyufu.jp/ 　
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福祉・
けんこう

介護保険負担限度額認定証の
更新申請のご案内

◎申請・問い合わせ先　福祉けんこう課　福祉係（やすらぎの里内）　☎５９８‐３１２１

　介護保険負担限度額認定証の交付を受けている方は、毎年世帯課税状況、年金収入額等の見直
しを行います。６月中旬に介護保険負担限度額認定申請書を送付しておりますので、７月１３日

（月）までに更新申請を行ってください。
　なお、申請書が届かない場合は、お手数ですがご連絡ください。

【給付要件の変更】
　制度改正に伴い、平成２７年８月１日以降の給付要件が変わりました。次のいずれかに該当す
る場合は給付の対象となりません。
①住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者である場合
②住民税非課税世帯（世帯分離している配偶者も住民税非課税）でも、預貯金等が一定額（単身

１千万円、夫婦２千万円）を超える場合

【申請に必要なもの】
　介護保険負担限度額認定申請書、印鑑、２７年１月１日以降檜原村に転入された方は２６年度
および２７年度の非課税証明書、本人および配偶者の資産が確認できる書類等の写しが必要と
なります。
　資産等とは預貯金・有価証券・金、銀・投資信託・負債（住宅ローン等）となりますが、ご不明
な点等ございましたら下記までご連絡ください。

【申請場所】
檜原村やすらぎの里内　福祉けんこう課　窓口

●負担限度額（１日あたり）

●介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、（　）内の金額と
なります。

～特定入所者介護サービス費等の給付要件が変わります～

利用者負担段階

居住費等の負担限度額 食費の
負担限度

額
ユニット型

個室
ユニット型

準個室
従来型
個室 多床室

第１段階 生活保護受給者
老齢福祉年金受給者 820円 490円 490円

(320円) 0円 300円

第２段階 合計所得金額＋課税年金収入額
合計が80万円以下の方 820円 490円 490円

(420円) 370円 390円

第３段階 合計所得金額＋課税年金収入額
合計が80万円を超える方 1,310円 1,310円 1,310円

(820円) 370円 650円
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福祉・
けんこう

◎申し込み・問い合わせ先　福祉けんこう課　けんこう係　（やすらぎの里内）　☎598-3121

　５月に実施された総合がん検診（集団検診）を受診していない方を対象に、檜原診
療所で総合がん検診の個別検診を実施します。
　実施内容等については、以下のとおりとなります。この機会にぜひ受診し、ご自身
の健康管理に心掛けてください。

１．実施項目
○胃がん検診（バリウムを飲みX線撮影検査）
○肺がん検診（X線撮影検査・必要に応じ喀痰検査）
○大腸がん検診（便潜血検査）
○前立腺がん検診（血液検査）
○肝炎ウィルス検診（血液検査。なお、これまでに肝炎ウィルス検診を受診された方は対象

外となります。）

２．対 象 者
檜原村内在住の18歳以上の方で、平成2７年度総合がん検診（集団検診）を受診していな
い方。なお、検診の種類によって受診可能な年齢が異なるものがあります。

３．実施期間
7月１日（水）から３月２５日（金）までの平日の午前中に実施します（事前の予約が必要で
す）。なお、診療所の都合により実施していない日がありますので、お申込みの際にご確認
ください。

４．実施場所
檜原診療所

５．申込方法
　やすらぎの里へお申込みください。その後、や

すらぎの里から問診票等を郵送いたしますの
で、予約された日時に檜原診療所で受診して
ください。
※検診結果の送付には、受診から1ヶ月程度

かかる予定です。

６．費  　用
　　無料

総合がん検診（個別検診）のお知らせ
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  福祉・　
けんこう

教育・
文化　

　成年後見制度と聞くと耳慣れない、もしくは堅苦しいイメージを持つ方が多いのでは
ないでしょうか。今日は成年後見制度についてご紹介いたします。成年後見制度は民法に
規定され、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な人の不動産
や預貯金などの財産管理と、介護・福祉サービスを利用する際の手続きや契約など、日常
生活での様々な契約行為を本人に代わって後見人が支援してくれる制度です。最近では
悪質商法や詐欺などのトラブルを防ぐことも出来ます。私たちの暮らしを護る身近な制
度として最近では利用する方が増えています。

成年後見制度ってなんだろう！？
こちら地域包括支援センターです！

後見制度

保佐制度

補助制度

日常生活で判断能力がほとんどない人

日常生活で判断能力が著しく不十分な人

日常生活で判断能力が不十分な人

　法定後見制度は判断能力が不十分な人が利用する制度ですが、判断能力がある人が利
用する任意後見制度もあります。独り暮らしで今後が不安、物忘れがひどく財産管理がで
きない、などを保護し支援するのが成年後見制度です。
　詳しく知りたい方はお気軽に地域包括支援センターまでお問い合わせください。

法
定
後
見

◎問い合わせ先　檜原村地域包括支援センター（やすらぎの里内）　☎５９８－３１２１

◎問い合わせ先　　村民課税務係　内線 112

夏のおばけばなし

●日　　時　平成２７年７月２１日（火）
　　　　　　午後３時３０分～（６０分程度を予定）

●場　　所　檜原村立図書館

●メニュー　①紙芝居
　　　　　　②語り　ちょびっと　こわーいおはなし会　
　　　　　　③ゲームあそび　他

◎問い合わせ先　檜原村立図書館　☎５９８－1160

村立図書館恒例！！

　今年も、いよいよ夏の時期となり、恒例となりましたおばけばなし会を下記日程によ
り開催いたします。みんなで、図書館へ遊びに来てください。お待ちしています！！
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  教育・
文化
その他

◎問い合わせ先　　村民課税務係　内線 112

◎問い合わせ先　瑞穂町教育委員会　教育部指導課指導係　☎５５７－６６９４

　平成２８年度から使用する中学
校教科用図書の採択協議会を開催
します。傍聴を希望される方は、ご
来場ください。

西多摩地区教科用図書採択協議会の
開催について

東京都体育協会功労者表彰の
　 受賞について
　平成27年度東京都体育協会功労者表彰
として、野村甲子三氏が受賞されました。
　野村氏は、長年にわたり檜原村ゲート
ボール連盟の会員として、尽力された功績
が認められました。

平成27年度

●日　時　７月２２日（水）午前９時３０分～
　　　　　【予備日７月２３日（木）】
●場　所　瑞穂ビューパーク・スカイホール　小ホール
　　　　　（瑞穂町箱根ケ崎２４７５）
●定　員　先着２０名

「電波の日」関東総合通信局長
表彰について

　檜原村が関東総合通信局長から表彰されま
した。
　村内に存在する新たな難視世帯の解消のた
め、共聴施設組合の新たな設立に向けての働
きかけ、独自の補助制度など、地上放送のデジ
タル化の推進に貢献したことが評価され、今
回の表彰になりました。
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その他

払沢の滝ふるさと夏まつり
出店者・出演者募集のお知らせ

檜原村の皆様へ
　　　　　　　　　　　          　 　　　　　　　　　　払沢の滝ふるさと夏まつり実行委員会

　本年も、「払沢の滝ふるさと夏まつり」を開催致します。
　このイベントに、皆様が生産した農産物・林産物や特産品等を、訪れる観光客へ販売していただ
くコーナーを設けます。また、村の郷土芸能等を上演するコーナーを設け、村を訪れる観光客等に
楽しんでいただけるステージも設けます。
　つきましては、このイベントに出店、出演していただける方を下記のとおり募集いたします。この
機会に、ぜひふるってご応募ください。

記

◎問い合わせ先　一般社団法人　檜原村観光協会　　☎５９８-００６９

●出店を希望される方
日　　時　平成２7年８月22日（土）・23日（日）

午後１時～午後９時の予定

場　　所　檜原村「檜原小学校校庭」

応募資格　檜原村在住、在勤の方で２日間続
けて出店できる個人又は団体

　　　　　（電源使用等に制限あり）

テント使用料　４，０００円（2日間通し)
　　　　　（テント使用料の一部を東日本大

震災への義援金として使わせてい
ただきます）

応募締切　平成２7年７月20日（月）

【応募多数の場合は抽選となる場合があります】

●出演を希望される方
日　　時　平成２7年８月22日（土）午後3時

～午後９時を予定
　　　　　23日（日）午後3時～午後９時を予

定

場　　所　檜原村「檜原小学校校庭」

応募資格　檜原村在住、在勤の方で団体又は
個人（村外の方でも内容により可）

応募締切　平成２７年７月20日（月）

【応募多数の場合は抽選となる場合があります】

●応募先
　申込み用紙が、檜原村観光協会または檜原村産業環境課窓口に置いてあります。そちらに記入の
上、檜原村観光協会まで提出して下さい。
　または、下記ホームページからダウンロードしてください。

檜原村観光協会ＨＰ　：http://hinohara-kankou.jp/takimatsuri/
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その他

檜原村安全・安心むらづくり協議会よりお知らせ

秋川消防署からのお知らせ

１　台風などによる水災害の情報を集めま
しょう

　平成２６年中の台風は２２個発生し（平均
値は２５．６個）、そのうち日本へ上陸したもの
は４個でした。近年では、短期間のうちに広
範囲にわたり大雨が降り、河川の増水や、冠
水してしまうことが増えてきました。そのため
には、まず気象情報の収集方法を知っておく
ことが大切です。
　東京都のホームページの中に、防災情報
という項目があります。防災情報の項目の中
に、降雨情報、降雨・河川水位情報があり、そ
ちらをクリックすると、各地域での降雨状況及
び雨量観測所における雨量を調べることがで
きます。これらの情報を確認するとともに、市
町村等から発表される避難指示・避難勧告
などの情報に留意し水災害に備えましょう。

◎問い合わせ先　秋川消防署　予防課　防火査察係　☎５９５-０１１９　内線５２０

夏に多発する事故の備えを始めましょう

　夏休みを控え、行楽やスポーツなど屋外で行動する機会が増えるこの時期は、遊泳中の事故など、思わぬ
事故に遭遇する可能性があります。次の事項に注意し、不幸な事故にあわないように注意しましょう。

２　熱中症を防ぎましょう
　平成２６年６月から９月までの間に、東京消防庁管内
では、およそ３，２００人が熱中症（疑いを含む）で救急搬
送されました。そのうち、６５歳以上の方は、全体の４０％

（１，２８０人）を超えています。その１，２８０人の方のう
ち、半数以上は入院が必要とされる中等症と診断されて
います。熱中症予防には、次に示す方法がありますので、
是非実践してみてください。
⑴こまめに水分補給を行う
　室内でも、外出時でも、のどの渇きを感じていなくて

も、こまめに水分・塩分、経口補水液を摂取しましょう。
⑵屋外にいる場合
　日傘や帽子の着用だけでなく、日陰の

利用とこまめな休憩を心がけましょう。
⑶室内にいる場合
　エアコンや扇風機を利用し、室内の温

度を調整しましょう。

２　花火の事故を防ごう
　夏は、キャンプなどで花火をすることが多いと思
います。でも、花火にもやけどや、火災の危険が潜
んでいますので、次の点に注意しましょう。
⑴花火を人に向けたり、燃えやすいものの付近では

行わないようにしましょう。
⑵使用前には説明書をよく読み、注意事項を必ず

守り正しく取り扱いましょう。
⑶花火をする時はバケツなどに水を用
　意し、残り火を完全に消しましょう。
⑷子供だけでなく大人と一緒に
　遊びましょう。

１　水による事故を防ごう
　７月は、梅雨末期の大雨、雷雨等で河川の水量が
急に増えることがあります。雷の音が聞こえたり、川
の水がにごってきたら特に注意してください。また
川で遊ぶ場合は次のことにも注意しましょう。
⑴小さい子供からは目を離さず、大人が
　付き添うようにしましょう。
⑵体調のすぐれない時などは、遊泳は
　行わないようにしましょう。
⑶河川では、天候の変化に応じ
　遊泳等を中止することも配意
　しましょう。
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教育相談室だよりNO.299
檜原村教育相談室
平成27年7月1日

　お子様の心身の健康・行動・性格・学習や教育等でのご相談に応じます。相談日は、原則として土・日・
祝・休日を除き毎日です。相談員の在室を電話でご確認の上、来室してください。なお、ご希望があれば訪問
相談もいたします。教育相談室は本宿・春日神社の斜め向かいにあります。電話番号は598-1161です。

檜原村を愛し誇りに思う子供たちの育成

　平成２７年度のひのはら保育園、檜原学園檜原小学校・檜原中

学校三者の連携を深めた教育活動がスタートして三ヶ月余り、早

くも一学期の締めくくりの時期を迎えました。

　

　平成２３年４月、大きな夢と希望をもって檜原村の小中一貫教

育校「檜原学園」が力強くスタートしてから、早くも５年目に入

り、今年度は、第一期計画の総括と第二期計画の立案という重要

な節目の一年になりました。

 『檜原学園は、檜原村を愛し誇りに思う子供たちを育成するため

に、豊かな人間性と檜原村の「自然と文化･歴史」を尊び、守り、

大切にすることを基盤とする「生きる力」を育む一貫教育を行

う。』ことを目標にして、計画・準備の段階から試行錯誤を繰り

返し、改善を重ね、９年目を迎えました。

　今年度は、「第一期計画４年間の現状と成果を踏まえ、第二期

計画作成」の過程について概要を

提案しますので、一貫教育理解の

一助になればと願います。

　平成２３年５月１４日、画像に

あるとおり、檜原小学校体育館に

おいて、「檜原学園開園式」が行

なわれました。内外から大勢の関

係者の参加の下に、「檜原村の宝である子供」を核とした開園式

では、上記に示した目標達成のために、目指す子供像が、『○自

ら学ぶ檜原の子供（知）○ 明るく素直で、感性豊かな檜原の子供

（徳） ○ 元気な身体をつくる檜原の子供（体）』と設けられまし

た。その実現に向けた一人一人の子供の努力と成長を期して、檜

原学園と家庭・地域社会、教育委員会の三者が、一丸となって、

様々な具体的方策をもって教育活動を進め、この４年間総力をあ

げて目標達成に向けた努力をつみ重ねてきました。

＜次回へ続く＞

（檜原村教育相談室長 本村 誠）

【教育目標　　・学び考える人　　・心の豊かな人　　・たくましい人】

　５月１６日（土）、第６８回体育
大会を実施しました。３年生の
リーダーシップのもと、ブロック
練習や朝練に一生懸命取り組
み、当日も全力で競技しました。
その姿は、応援に来てくださっ
た保護者や地域の方々に元気や
感動を与えました。また、今回
は、小学５・６年生が、１００ｍ走に出場し、大会を盛り上げました。
　平成２８年度は、いよいよ檜原学園として体育大会と運動会を小中合同で実
施します。子供たちにとって、よりよい体育的行事を実施いたしますので、ご協
力の程、よろしくお願いいたします。

○今年度は、年間を通して授業公開中です。お気軽に、ご参観ください。
　（なお、定期試験日及び、学力調査日につきましては、非公開とさせて
　　いただきます。）
○セーフティ教室
　７月３日（金）午後１時３０分～午後２時２０分　於：檜原小学校
　東京都のネット・ケイタイ安全講座「ファミリーｅルール」

いま、檜原学園檜原中学校ではいま、檜原学園檜原中学校では

【７月、８月の予定】
7月　1日（水）　期末試験３日目
7月　2日（木）　都学力調査（２年生）
7月　3日（金）　セーフティ教室
7月　8日（水）　保護者会
7月10日（金）　森林体験（１年生）
7月17日（金）　終業式
7月24日（金）～8月5日（水）　海外派遣（２年生）
8月27日（木）　２学期始業式
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「広報ひのはら」は再生紙を利用しています。

テレホンサービスによる診療案内

東京消防庁救急相談センター

秋川消防署

東京都保健医療情報センター

世帯と人口
（６月１日現在）

世帯数
人　口

　男
　女

世帯
人

人
人

1,180
2,372
1,184
1,188

前月比
（増減なし）
（ 2減）

（増減なし）
（ 2減）

TEL 521-2323
携帯電話・PHSは♯7119

TEL 595-0119
TEL 03-5272-0303

～今月の表紙～
重要文化財「小林家住宅」。時空を越えてやってきた、昔懐しい場所…。自然と共生しながら暮らしていた人々の
姿を感じながら、懐しさに逢

・ ・ ・

いに行きませんか…。

「懐しさに逢いに行く」

休日診療医療機関名のお知らせ

受付時間　午前9時～午前11時45分・午後1時～午後4時45分
※午後の診療時間は、変更となる場合がありますので、事前のご確認をお願いします。また、受診する際は診療科目を事前に確認して下さい。

日（曜日） 医療機関名 住　所 電　話 日（曜日） 医療機関名 住　所 電　話

7月5日（日）こばやし内科小児科クリニック あきる野市
草花1439-9 518-2088 20日（月）いなメディカルクリニック あきる野市

伊奈477-1 596-0881

12日（日）近藤医院 あきる野市
油平35 558-0506 26日（日）櫻井病院 あきる野市

原小宮1-14-11 558-7007

19日（日）ほほえみクリニック あきる野市秋川2-18-18
オーエスビル1F 559-2887 8月2日（日）池谷医院 あきる野市

秋川1-3-7 550-0005

　定休日（火曜日）を除く毎日、小林家住宅駐車場発
午前９時のモノレール定期便を運行いたしますので、
ぜひご利用ください。

【乗車８名までで、定員を超えた場合は２往復までは運行予定】

◎問い合わせ先　教育課　社会教育係　内線２２６

小林家住宅モノレール
定期便運行開始について

重要文化財 「小林家住宅」
の落成式が行われました


